
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 第一の透光性基板（５）の上に、
記録用レーザ光の照射により光学的に情報が記録し得る第一の情報記録層（１２）が設け
られた第一のディスク（１）と、第二の透光性基板（５’）の上に、記録用レーザ光の照
射により光学的に情報が記録し得る第二の情報記録層（１２’）が設けられた第二のディ
スク（１’）とを有し、これら第一と第二のディスク（１）、（１’）の前記情報記録層
（１２）、（１２’）側が互いに貼り合わせられ、これら情報記録層（１２）、（１２’
）の間に、記録用レーザ光及び再生用レーザ光に対して透光性を有するフォーカス用間隙
層（１１）が形成されることにより、前記第一と第二の透光性基板（５）、（５’）側か
らそれら基板を通してそれぞれ第一と第二の情報記録層（１２）、（１２’）に記録用レ
ーザ光を照射して信号を記録し、さらに少なくとも一方の情報記録層（１２）が再生用レ
ーザ光に対して透光性を有することにより、一方の透光性基板（５）側から透光性を有す
る前記一方の情報記録層（１２）を通して他方の情報記録層（１２’）に再生用レーザ光
を集束して、そこに記録された信号の再生を可能とした

ことを特徴
とする光情報媒体
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光情報媒体に情報を記録し、再生する方法において、

光情報媒体を使用し、第一と第二
の透光性基板（５）、（５’）側から第一と第二の透光性基板（５）、（５’）を通して
それぞれ第一と第二の情報記録層（１２）、（１２’）に記録用レーザ光を照射して信号
を記録し、再生時には一方の透光性基板（５）側から第一と第二の情報記録層（１２）、
（１２’）に再生用レーザ光をそれぞれ集束して、記録された信号を再生する

の記録再生方法。



【請求項２】
　第一と第二の情報記録層（１２）、（１２’）に記録用レーザ光を集束させることによ
り、それぞれ第一と第二の透光性基板（５）、（５’）の表面を局部的に変形して信号が
記録されることを特徴とする請求項 に記載の光情報媒体の記録再生方法。
【請求項３】
　第一と第二の情報記録層（１２）、（１２’）に記録用レーザ光を集束させることによ
り、それら第一と第二の情報記録層（１２）、（１２’）の光学特性を局部的に変化させ
て信号を記録することを特徴とする請求項 に記載の光情報媒体の記録再生方法
。
【請求項４】
　第一の透光性基板（５）を通して第一の情報記録層（１２）に記録用レーザ光を集束し
て信号を記録した後、光情報媒体を反転させて第二の透光性基板（５’）を通して第二の
情報記録層（１２）に記録用レーザ光を集束して信号を記録することを特徴とする請求項

の何れかに記載の光情報媒体の記録再生方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、光学的に読み取り可能な情報が記録及び再生し得る光情報媒体

であって、２つの情報記録層を有し、光学ピックアップにより、光情報媒体の片面側か
ら各情報記録層に焦点を合わせて再生用レーザ光を照射して信号を読み取り、再生する方
式の、いわゆるデュアルレイヤタイプの光情報媒体 に関する。
【０００２】
【従来の技術】
最近の短波長レーザーの開発と実用化に伴い、より高密度な記録再生を可能とするデジタ
ルビデオディスク（ＤＶＤ）の実用化が進んでいる。この種の光情報媒体では、その少な
くとも一方の主面に情報記録領域が設定され、この情報記録領域に情報記録手段であるピ
ットが形成され、その上に金属膜からなる反射層が形成されている。例えば、前記ＤＶＤ
方式の光情報媒体では、２枚のディスクが互いに貼り合わせられている。
【０００３】
前記のようなＤＶＤでは、信号を記録するピットを設ける層の数により、シングルレイヤ
とデュアルレイヤとの２種類がある。前者は、１層のみにピットを形成し、光学ピックア
ップからその層に焦点を合わせて再生用レーザ光を照射し、信号を読み取って再生するも
のである。最大４．７ＧＢ程度の記憶容量を有する。後者は、ピットを２層に設け、光学
ピックアップからそれぞれの層に焦点を合わせて再生用レーザ光を照射し、信号を読み取
って再生するものである。２つの層のピットから信号を読み取るため、最大８．５ＧＢ程
度の記憶容量が得られる。
【０００４】
さらに、前記のようなＤＶＤでは、２枚貼り合わせた一方のディスクのみにピットを形成
するか、或いは双方のディスクにピットを形成するかによって、シングルサイドとダブル
サイドの２種類がある。何れのものも、前述のシングルレイヤとデュアルレイヤとの２種
類がある。後者のダブルサイドのＤＶＤでは、前者のシングルサイドのＤＶＤの倍の記憶
容量が得られる。
【０００５】
このようなＤＶＤにおいては、記録可能としたもの、いわゆるＤＶＤ－ＲやＤＶＤ－ＲＡ
Ｍも開発及び検討がされている。この中で、ＤＶＤ－Ｒの基本的な構成は、ディスクの表
面の情報記録領域に光学ピックアップのトラッキング手段であるスパイラル状の溝からな
るプリグルーブが形成され、その上にスピンコート法等の手段で有機色素が塗布され、乾
燥されて光干渉層が形成され、その上に金属膜からなる反射層が形成される、というもの
である。このＤＶＤ－Ｒは、情報記録層に信号を１回だけ書き込みが可能で、その消去及
び再書き込みをしないライトワンスタイプのものである。
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１

１または２

１～３

の記録再生方
法

の記録再生方法



また、ＤＶＤ－ＲＡＭは、ランダムな書き込み及び消去が可能な、いわゆるディスク・フ
ェーズチェンジ記録技術を使用したものの開発が検討されている。これは、その情報記録
層に信号を何度か書き込み及び消去が可能なオーバーライトタイプのものである。
【０００６】
何れの種類の記録可能なＤＶＤも、２枚貼り合わせた一方のディスクのみにピットを形成
するか、或いは双方のディスクにピットを形成するかによって、シングルサイドとダブル
サイドの２種類がある。シングルサイドの最大記憶容量は、ＤＶＤ－Ｒで３．９ＧＢ程度
、ＤＶＤ－ＲＯＭで２．６ＧＢ程度である。ダブルサイドでは、それぞれそれらの倍の記
憶容量が得られる、とされている。
【０００７】
【発明が解決しようとしている課題】
前記のよう記録可能なＤＶＤ、いわゆるＤＶＤ－ＲやＤＶＤ－ＲＡＭでは、シングルレイ
ヤタイプのものしかなく、これらの光情報媒体でより大きな記憶容量を得るためには、ダ
ブルサイドタイプのものとする必要があった。
その理由は、デュアルレイヤタイプの光情報媒体は、情報記録層が２層あるため、光学ピ
ックアップから奥の情報記録層に焦点を当てて書き込み用レーザ光を照射して信号を記録
するとき、手前の情報記録層に記録用レーザ光の作用が及び、その手前の情報記録層が破
壊、損傷または変化してしまうからである。
【０００８】
しかし、ダブルサイドタイプの光情報媒体では、順次その両面から信号を読み取らなけれ
ばならず、その再生を行うためには、必ず光情報媒体の反転という動作を行わなければな
らなかった。或いは、光情報媒体の両面側に光学ピックアップを配置したダブルピックア
ップ方式のプレーヤで再生する必要があった。何れの場合も、光情報媒体の反転機構が必
要となったり、２つの光学ピックアップが必要になる等、プレーヤやドライブが複雑化し
、或いは大型化する等の課題がある。しかも、光情報媒体の再生により、ビデオの鑑賞や
ゲームに興じているときに、映像の再生が途中で途切れることを余儀なくされる。すなわ
ち、ビデオの鑑賞やゲームに興じているときの集中感を殺ぐことがない、いわゆるシーム
レス再生ができない。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、このような従来の光情報媒体における前記のような課題に鑑み、貼り合わせ
型の書き込み可能な光情報媒体において、デュアルレイヤタイプの光情報媒体として再生
することができる を提供することを目的とするものである。
　このような目的を達成するため、本発明では、記録時に２つの情報記録層に光情報媒体
の両面からそれぞれ書き込みできるようにし、なお且つ再生時には２つの情報記録層に光
情報媒体の片面から読み込みができるようにしたものである。
【００１１】
　すなわち、本発明による光情報媒体 第一の透光性基板５の上に、
記録用レーザ光の照射により光学的に情報が記録し得る第一の情報記録層１２が設けられ
た第一のディスク１と、第二の透光性基板５’の上に、記録用レーザ光の照射により光学
的に情報が記録し得る第二の情報記録層１２’が設けられた第二にディスク１’とを有し
、これら第一と第二のディスク１、１’の前記情報記録層１２、１２’側が互いに貼り合
わせられ、それら情報記録層１２、１２’の間に、記録用レーザ光及び再生用レーザ光に
対して透光性を有するフォーカス用間隙層１１が形成されており、少なくとも一方の情報
記録層１２が再生用レーザ光に対して透光性を有する

前記第一と第二の透光性基板５、５’側からそれら基板を通してそれぞれ
第一と第二の情報記録層１２、１２’に記録用レーザ光を照射して信号を記録する一方、
一方の透光性基板５側から透光性を有する前記一方の情報記録層１２を通して他方の情報
記録層１２’に再生用レーザ光を集束して、そこに記録された信号の再生を可能とし、再
生時には片面側から双方の情報記録層１２、１２’に記録された信号を再生
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光情報媒体の記録再生方法

の記録再生方法では、

光情報媒体を使用する。この光情報
媒体を使用し、

する。



【００１２】
ここで、フォーカス用間隙層１１は、一対のディスク１、１’を貼り合わせる接着層を兼
ねることもできる。
また、第一と第二の情報記録層１２、１２’とフォーカス用間隙層１１との間に、再生用
レーザ光を反射する第一と第二の反射層１３、１３’をそれぞれ設けることもできる。こ
の場合、一方の反射層１３、１３’は、再生用レーザ光の一部を透過し得る半透光性反射
膜とする。さらに、情報記録層１２、１２’と接して同情報記録層１２、１２’と再生用
レーザ光の波長において屈折率の異なる層を形成すると、これらの層と情報記録層１２、
１２’との界面で再生用レーザ光が反射されるため、これによって反射層としての機能を
兼ねさせることもできる。
【００１３】
このような光情報媒体については、次のようにしてその情報の記録と再生をする。すなわ
ち、情報の記録時には、それぞれ第一と第二の透光性基板５、５’側から第一と第二の透
光性基板５、５’を通してそれぞれ第一と第二の情報記録層１２、１２’に記録用レーザ
光を照射して信号を記録する。他方、その情報の再生時には、一方の透光性基板５側から
第一と第二の情報記録層１２、１２’に再生用レーザ光をそれぞれ集束して信号を再生す
る。
【００１４】
例えば、情報の記録時には、第一と第二の情報記録層１２、１２’に記録用レーザ光を集
束させることにより、それぞれ第一と第二の透光性基板５、５’の表面を局部的に変形し
て信号を記録する。或いは、第一と第二の情報記録層１２、１２’に記録用レーザ光を集
束させることにより、それら第一と第二の情報記録層１２、１２’の光学特性を局部的に
変化させて信号を記録する。すなわち、これら透光性基板５、５’の局部的な変形及びそ
の変形に伴う情報記録層１２、１２’や反射層１３、１３’の局部的な変形、或いは情報
記録層１２、１２’の光学特性の局部的な変化により、光学ピックアップへの戻り光に光
路長の変化を伴うピットが形成され、このピットから光学的に信号を再生することができ
るようになる。
【００１５】
このような光情報媒体では、一方の情報記録層１２、１２’に記録用レーザ光を集束して
信号の記録を行うとき、この記録用レーザ光を他方の情報記録層１２’、１２に通さずに
記録することが出来る。また、一方の情報記録層１２、１２’に集束した記録用レーザ光
が、その一方の情報記録層１２、１２’を透過し、フォーカス用間隙層１１を通して他の
情報記録層１２’、１２に達したとしても、当該他の情報記録層１２’、１２は記録用レ
ーザ光の焦点からずれている。このため、当該他の情報記録層１２、１２’には、記録用
レーザ光が集束されない、いわゆるデフォーカス状態となる。しかも、他の情報記録層１
２’、１２に達するレーザ光は、一方の情報記録層１２、１２’やフォーカス用間隙層１
１を通過する過程で吸収、反射され、減衰される。従って、記録用レーザ光の光密度は、
前記他の情報記録層１２’、１２に対しては極めて小さい。このような理由から、他の情
報記録層１２’、１２を破壊、損傷または変化させずに、目的の情報記録層１２、１２’
に記録用レーザ光を集束させて、その目的の情報記録層１２、１２’にのみ所要の信号を
記録することが出来ることになる。
【００１６】
こうして記録された信号は、一方の透光性基板５側から各情報記録層１２、１２’に再生
用レーザ光を集束させて再生することが可能である。これにより、いわゆるデュアルレイ
ヤタイプの光情報媒体として再生することが可能である。
なお、前記のように、光情報媒体への記録時には、その両面側から記録用レーザ光をそれ
ぞれの情報記録層１２、１２に集束して信号を記録することが必要である。しかし、必ず
しも光学ピックアップを光情報媒体の両側に配置する必要はない。
【００１７】
例えば、第一の透光性基板５を通して第一の情報記録層１２に記録用レーザ光を集束して
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信号を記録した後、光情報媒体を反転させて第二の透光性基板５’を通して第二の情報記
録層１２に記録用レーザ光を集束して信号を記録する。こうすることにより、記録のため
の光学ピックアップを複数備える必要はない。
【００１８】
【発明の実施の形態】
　次に、図面を参照しながら、本発明の実施の形態について具体的且つ詳細に説明する。
本発明による 光情報媒体の一例として、両面貼り合
わせによる両面記録－片面再生方式のデュアルレイヤタイプの追記形光情報媒の例を図１
～図４に示す。図３及び図４に示すように、ディスク１は、中央にセンターホール４を有
する透明な円板状の透光性基板５を有する。この透光性基板５は、ポリカーボネート、ポ
リメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）等の透明樹脂で作るのが最もよいが、表面にプリグ
ルーブ等を形成出来るように樹脂層等を設けることにより、ガラス基板を用いることもで
きる。
【００１９】
この透光性基板５の片面の前記センターホール４の外側にクランピングエリアが設定され
ており、その外周側に情報記録領域ｒが設定されている。図１、図２及び図４に示すよう
に、透光性基板５の表面の情報記録領域ｒの部分には、スパイラル状のグルーブからなる
トラッキングガイド３が形成されている。このトラッキングガイド３のピッチは、０．７
４～０．８μｍを標準とする。
【００２０】
例えば、透光性基板５の前記情報記録領域ｒの部分の主面にスピンコート法等の手段で有
機色素等が塗布され、情報記録層１２が形成され、この情報記録層１２の上に、金、アル
ミニウム、銀、銅等の金属膜或いはこれらの合金膜からなる反射層１３が形成される。こ
の反射層１３は、光の透過性を有する半透明のもので、例えば前記のような金属膜をごく
薄く形成する。また金属膜の代わりに、シリコーン樹脂等の透明な樹脂膜であって、情報
記録層１２と屈折率の異なるものをスピンコート法等による設けることもできる。さらに
、ＳｉＣ、ＳｉＮ等の無機材料膜を反射層１３として設けることもできる。
【００２１】
前記のように、透光性基板５の表面に情報記録層１２と反射層１３を形成したディスク１
の他にもう１枚のディスク１’を用意する。このディク１’の透光性基板５’は、前記デ
ィスク１と同じ材質で出来た同じサイズのものであり、その主面には、前記透光性基板５
のようなトラッキングガイド３’が形成され、その上に情報記録層１２’と反射層１３’
が設けらる。例えば、まずスピンコート法等の手段で有機色素等が塗布され、情報記録層
１２’が形成され、さらに、この情報記録層１２’の上に、金、アルミニウム、銀、銅等
の金属膜或いはこれらの合金膜からなる反射層１３’が形成される。この反射層１３’は
、必ずしも前記ディスク１の反射層１３のような半透明のものである必要はなく、半透光
性或いは全反射性の何れであってもよい。
【００２２】
これらの２枚のディスク１、１’が貼り合わせられる。例えば、スピンコート法やスクリ
ーン印刷法等の手段により、２枚のディスク１、１’の少なくとも一方の主面に接着剤と
して反応性硬化樹脂が塗布され、さらにこれらの面が互いに向かい合わせて重ね合わせら
れ、且つ前記反応性硬化樹脂が硬化される。これにより、前記反応性硬化樹脂が硬化する
ことにより形成された接着剤により、２枚のディスク１、１’の主面が互いに貼り合わせ
られる。この場合、ディスク１、１’はそれらの情報記録層１２、１２’が形成された面
が接着される。
【００２３】
例えば、ディスク１、１’の少なくとも何れか一方の接着すべき面を上側にして、同面に
硬化していない接着剤を滴下し、そのままディスク１、１’を重ね合わせて接着する。
或いは、ディスク１、１’の少なくとも何れか一方の接着すべき面を上側にして、接着剤
として同面に硬化していない熱硬化性樹脂を滴下する。その後、２枚のディスク１、１’
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の接着すべき所定の面同士を重ね合わせる。これにより、接着剤はディスク１、１’から
受ける圧力や毛細管現象によりディスク１、１’の間に広がってゆく。この接着剤がディ
スク１、１’の間の内周側の全面に広がったところで、両ディスク１、１’を高速回転さ
せて余分の熱硬化性樹脂を振り切る。次に、透明なディスク１、１’を加熱し、硬化させ
て接着剤の層を形成し、この接着剤により双方のディスク１、１’を密着固定する。
【００２４】
この接着剤は、反射層１３、１３’や情報記録層１２、１２’を溶解しないような溶剤を
使用して形成することが必要である。例えば、モノメチルシロキサン（例：信越化学工業
株式会社製のＫＲ２２０）をシクロヘキサンに溶解してディスク１、１’の少なくとも何
れか一方の接着面に塗布し、前述のようにしてディスク１、１’を接着する。このような
接着剤は、６０～１１０℃の温度で硬化する。
接着剤としては、その他に２液混合形のエポキシ系、ホットメルト系、アクリル系等のも
のを使用することが出来る。
【００２５】
このようにして２枚のディスク１、１’を貼り合わせた接着層は、２つの情報記録層１２
、１２’の焦点距離を分けるフォーカス用間隙層１１の少なくとも一部を構成するもので
あり、記録及び再生用のレーザ光に対して透明であることが必要である。例えば、図１及
び図２に示した例では、接着層がフォーカス用間隙層１１を兼ねている。
なお、光情報媒体の耐衝撃性を考慮すると、硬化後の接着層の硬度は、基板の硬度より高
いことが好ましい。
【００２６】
このような光情報媒体に信号を記録するときは、図１に実線と破線で示すように、一方の
ディスク１の透光性基板５側から記録用レーザ光を情報記録層１２に集束させ、その部分
にピットを形成して信号を記録する。次に、図１に二点鎖線で示すように、他方のディス
ク１’の透光性基板５’側から記録用レーザ光を情報記録層１２’に集束させ、その部分
にピットを形成して信号を記録する。
【００２７】
例えば、一方の情報記録層１２に記録用レーザ光を集束して信号の記録を行うとき、手前
の情報記録層１２に集束した記録用レーザ光が、その情報記録層１２を透過し、フォーカ
ス用間隙層１１を通して奥にある他の情報記録層１２’に達することもある。しかし、記
録用レーザ光は、手前の情報記録層１２で吸収され、減衰されると共に、奥側の情報記録
層１２’は、記録用レーザ光の焦点からずれており、いわゆるデフォーカス状態となる。
このため、記録用レーザ光は、奥側の情報記録層１２’には光学的作用を殆ど及ぼすこと
がない。従って、奥側の情報記録層１２’を破壊、損傷または変化させずに、手前の情報
記録層１２に記録用レーザ光を集束させて、その情報記録層１２にのみ所要の信号を記録
することが出来る。
【００２８】
このようにして光情報媒体の両面からそれぞれの情報記録層１２、１２’に記録用レーザ
光を入射させて信号を記録する場合、光情報媒体の両面側に光学ピックアップが必要とな
る。しかし、一般の光情報媒体のドライブは光学ピックアップを１つしか備えておらず、
このような場合は、光情報媒体の両面側から順次記録を行う。具体的には、第一の透光性
基板５側から記録用レーザ光を第一の情報記録層１２に集束して信号を記録した後、光情
報媒体を反転することによって、第二の透光性基板５’側を光学ピックアップに向け、そ
の記録用レーザ光を第二の透光性基板５’を通して第二の情報記録層１２’に集束し、信
号を記録する。なお記録に際しては、トラッキングガイド手段であるプリグルーブ３、３
’により、光学ピックアップによる記録用レーザ光の焦点位置をガイドすることは言うま
でもない。
【００２９】
こうして記録した信号を再生するときは、図２に示すように、透光性基板５側から記録用
レーザ光を情報記録層１２、１２’にそれぞれ集束して記録した信号を読み取る。すなわ
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ち、光情報媒体の片側から２つの情報記録層１２、１２’に記録された信号を読み取るも
のであり、デュアルレイヤタイプの光情報媒体として信号を読み取ることができる。
これにより、例えばＤＶＤ規格に適合する光情報媒体では、そのデュアルレイヤと同等８
．５ＧＢ程度の記憶容量を得ることが出来る。
【００３０】
図７は、光情報媒体への信号の記録前と記録後の状態を模式的に示すものであり、トラキ
ングガイド３、３’と直交する方向に断面した図である。二点鎖線で示したのが記録前の
状態であり、実線で示したのが記録後の状態である。
前述のようにして、透光性基板５、５’側からそれぞれ情報記録層１２、１２’に記録用
レーザ光を集束することにより、情報記録層１２、１２’が熱分解し、これにより第一と
第二の透光性基板５、５’の表面を局部的に変形させる。この透光性基板５、５’の表面
の変形は、情報記録層１２、１２’及び反射層１３、１３’にも及び、それらの界面も変
形する。また、前記の熱分解により、第一と第二の情報記録層１２、１２’の光学特性が
局部的に変化する。図７において、ドットを施したのは、情報記録層１２、１２’の光学
特性が局部的に変化した部分１５、１５’を示す。
【００３１】
これら透光性基板５、５’の局部的な変形及びその変形に伴う情報記録層１２、１２’や
反射層１３、１３’の局部的な変形、さらには情報記録層１２、１２’の光学特性の局部
的な変化により、再生用レーザ光の反射光に、他の部分と異なる局部的な光路長の変化を
伴うピットが形成され、このピットから光学ピックアップに反射してくる、いわゆる戻り
光により、光学的に信号を再生することができるようになる。
【００３２】
例えば図７において、透光性基板５側から第一の情報記録層１２側に集束して入射した再
生光は、第一の情報記録層１２と第一の光反射層１３との界面で反射され、その戻り光が
光学ピックアップで受光される。このとき、第一の透光性基板５、５’の局部的な変形及
びその変形に伴う第一の情報記録層１２や第一の反射層１３の局部的な変形、さらには第
一の情報記録層１２の光学特性の局部的な変化により、ピット部分とそれ以外の部分とに
おける戻り光の光路長に違いが生じ、これにより信号を再生することができる。
【００３３】
他方、透光性基板５側から第一の情報記録層１２を非集束状態で透過し、第二の情報記録
層１２’側に集束して入射した再生光は、第二の反射層１３の界面で反射され、その戻り
光が光学ピックアップで受光される。このとき、第二の透光性基板５’の局部的な変形及
びその変形に伴う第二の情報記録層１２’や第二の反射層１３’の局部的な変形により、
ピット部分とそれ以外の部分における戻り光の光路長に違いが生じ、これにより信号を再
生することができる。従って、第二の反射層１３’が全反射するものであっても、第二の
情報記録層１２’側で信号の再生が可能である。
ここで、非集束状態の第一の情報記録層１２の近傍では、ピットの回折の影響も存在する
が、ＤＶＤ規格にのっとり、フォーカス用間隙層１１が４０～７０μｍ程度あれば、第一
の情報記録層１２における光学的影響を殆ど無視することが出来る。
【００３４】
次に、図５の例について説明すると、この光情報媒体は、金属膜からなる反射層に代えて
、シリコーン系樹脂膜、シラン膜等からなる保護層１４、１４’を、前記の情報記録層１
２、１２’の上に直接設けている。このような保護層１４、１４’の再生用レーザ光の波
長における屈折率は、一般に１．６前後であるのに対し、前述のような有機色素からなる
情報記録層１２、１２’の屈折率は２．０以上と高い。この屈折率の差のため、情報記録
層１２、１２’と保護層１４、１４’との界面で再生用レーザ光が反射する。従って、こ
のような情報記録層１２、１２’と屈折率の異なる保護層１４、１４’は、光学的には前
述の反射層１３、１３’の代わりをなし得る。
【００３５】
図６の例では、金属膜からなる反射層や前記のような保護層を設けず、２枚のディスク１
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、１’を接着する接着層がフォーカス用間隙層１１を兼ねていると共に、このフォーカス
用間隙層１１と情報記録層１２、１２’との界面で再生用レーザ光が反射される。すなわ
ち、情報記録層１２、１２’とフォーカス用間隙層１１との界面における反射を利用して
信号を読み取るための記録用レーザ光の反射光を得る。
【００３６】
前述の例では、一対のディスク１、１’において、トラキングガイド３、３’となるグル
ーブが互いに対応する位置で一致して対向するように設けられている。これに対し、例え
ば、図８に示すように、一対のディスク１、１’において、トラキングガイド３、３’が
トラッキング方向に対して直交する方向に互いにずれて配置されていてもよい。また、こ
のトラッキングガイド３が透光性基板５、５’側に凹状のグルーブだけでなく、少なくと
も一方のディスク１、１’のトラッキングガイド３、３’が、透光性基板５、５’の表面
から凸状となったものであってもよい。
【００３７】
【発明の効果】
　以上説明した通り、本発明による では、光情報媒体の両面か
らそれぞれ情報を記録し、再生時には、いわゆるデュアルレイヤタイプの光情報媒体とし
て片面側から信号を読み取ることが出来る。従って、記録可能の光情報媒体において、片
側のみから高密度記録情報の再生が可能となる。これにより、光情報媒体を反転すること
なく、大きな記憶容量の情報を再生することが可能となる。さらに、同一面から２つの層
の記録信号が再生できるので、光情報媒体の反転や２つの光学ピックアップの切替等が不
要となり、いわゆるシームレス再生が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による光情報媒体の層構造とその記録時の状態を概念的に示した要部縦断
側面図である。
【図２】同光情報媒体の層構造とその再生時の状態を概念的に示した要部縦断側面図であ
る。
【図３】同光情報媒体の例を示す２枚のディスクを貼り合わせる前の状態の半断面分解斜
視図である。
【図４】同光情報媒体を示す一部縦断面図である。
【図５】本発明による他の光情報媒体の層構造とその記録時の状態を概念的に示した要部
縦断側面図である。
【図６】本発明による他の光情報媒体の層構造とその記録時の状態を概念的に示した要部
縦断側面図である。
【図７】本発明による光情報媒体における信号の記録とその再生のメカニズムの例を示す
トラッキング部分の要部拡大断面図である。
【図８】本発明による他の光情報媒体の層構造とその記録時の状態を概念的に示した要部
縦断側面図である。
【符号の説明】
１　　　ディスク
１’　　ディスク
３　　　トラッキングガイド
３’　　トラッキングガイド
５　　　透光性基板
５’　　透光性基板
１１　　フォーカス用間隙層
１２　　情報記録層
１２’　情報記録層
１３　　反射層
１３’　反射層
１５　　情報記録層の光学特性が変化した部分
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１５’　情報記録層の光学特性が変化した部分

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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